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  2005年10月８日，朝8時50分(現地時間)に，パキスタン・イスラム共和国北部を震源とするMw7.6の地震
が発生した．パキスタンとインドの両国に広がった被災地では， 10万人以上とも言われる死者と300万人
もの被災者が出た．これだけ多くの死傷者が発生した最大の原因は，ノン・エンジニアード構造物と言

われる，耐震基準などとは無関係に，一般の人々が現地で入手可能な材料を使って，自分たちで造って

住んでいる耐震性の低い小規模な建物の被害によるものである．本報では，この地震による被害の概要

とその主な原因について解説するとともに，被災地の復旧・復興や，同様の建物に多くの人々が住んで

いる世界各地の地震防災対策を講じる上でキーとなる考え方と制度や技術について紹介する．  
 
 
１．はじめに 
 

2005年10月８日，朝8時50分(現地時間)に，パキスタ
ン・イスラム共和国（以下パキスタン）北部を震源とす

るMw7.6の地震が発生した．図1に示すように，この地震
による被災地は，パキスタンとインドの両国に広がり，

10万人以上とも言われる死者と300万人もの被災者を生ん
だ． 
パキスタンの首都イスラマバード市内にあった鉄筋コ

ンクリート(RC)11建のマンションビル（マルガラタワ
ー）が倒壊し，そこに住んでいた邦人2名が亡くなったこ
ともあり，わが国ではこれが大きく取り上げられた．し

かしイスラマバード市内での被害は局所的で，このマル

ガラタワーの倒壊被害以外にはほとんど大きなものはな

い．この地震による被災地は，より震源に近いイスラマ

バードより北の山間地域である．そして犠牲者の大多数

は，この地域に数多く存在していたノン・エンジニアー

ド(以下ではNon-E)構造物と言われる小規模な建物の崩壊
被害で発生している．これらは耐震基準とは無関係に，

一般の人々が現地で入手できる材料を使い，自分たちで

建てて住んでいるものであり，これが15万棟以上崩壊し
た．その多くは組積造建物と呼ばれるレンガやアドベ(日
干しレンガ)，石やブロックなどを積み上げた構造で，地
震の揺れに対して最も弱い構造物タイプである．現在で

も世界の人口の約6割が組積造の建物に住み，地震の建物
被害による犠牲者の7割以上がこの建物の被害によって生
じている． 
組積造建物の地震被害による死傷者率が他の構造タイ

プに比べて著しく高くなるのは，以下のような理由によ

る．組積造の壁は引っ張り抵抗が極端に低いために，脆

性的に崩壊し，避難が難しい．隙間なくつぶれるので生

存空間ができにいことに加え，崩壊過程で大量の土ぼこ

りを発生するために，生存者がいても呼吸ができない． 
地震のたびに繰り返される組積造建物の崩壊被害を減

らさない限り，世界規模での地震被害の軽減は実現しな

い．しかし言うまでもないが，これらの問題は，先端技

術と先端材料を駆使した防災対策では解決できない．本

報では，世界の地震防災上の最重要課題である組積造建

物の耐震性を向上させる環境を整備するために，典型例

としてのパキスタン地震による被害の概要と主な原因に

ついて解説するとともに，被災地の復旧・復興や今後の

地震防災対策を講じる上でキーとなる考え方，そして技

術や制度について紹介する． 

 

 
 
２．被災地のNon-E建物の特徴 
 
被災地内の Non-E 建物は，使われている材料や構造タ

イプから下記のように分類できる． 

a1)低品質 RC フレームにコンクリートブロックやレンガ，

石などを積み上げた組積壁構造 

a2)石積み(用いる石のサイズや形，積み方，目地の材料

によってバリエーションがあるが)の組積造 

図 1 カシミール地震の被災地域 

（UN OCHA ReliefWeb） 
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a3)アドベ(サイズにはバリエーションがある)の組積造 

a4)レンガの組積造 

a5)コンクリートブロックの組積造 

a6)上記の a2)から a5)を組み合わせた組積造 

 また，地震被害を議論するうえで重要になる屋根の形

態は，a1)では低品質 RC のスラブ屋根がほとんどであり，

a2)～a5)では以下の 2 つに分類される．1 つ目は，組積

造の壁に木製の梁を渡してその上に柴や小枝を置いて，

その上に石やアドベを載せ，さらにその上に土を盛って

表面を平らにして，最終的に暑さ 20～50cm の屋根とする

もの．もう 1 つは，木製の屋根のフレームを組んで，そ

の上を金属板（波トタン）で葺くものであり，これは組

積壁の上端の変位を拘束するし重量も軽いので，地震工

学的には有利な屋根といえる． 

 
 
３．Non-E建物の被災形態 
 

多くの死傷者を出した Non-E 構造の建物の被災形態は，

以下のように分類できる． 

b1)屋根が平面的に地面につくまで完全に崩壊しているも
の（上空から見ると，RC スラブや木製フレームの屋
根がそのまま真下に落下し，壁が四方に散らばってい

るものもある） 
b2)片側の壁が壊れて屋根が外れて落下しているもの（b 

1の少し程度の軽いもの） 
b3)組積造の壁と壁のつなぎ目に大亀裂が発生して，壁が
倒れたり，一部が欠損したりしているもの 

b4)組積造の壁と基礎部分の連結箇所が大破損し，その影
響が壁の上部に及んで全体の被害に至っているもの 

b5)周辺地盤や立地地盤の崩壊に伴って建物が地盤と一緒
に崩壊したもの 

 

 

４．Non-E建物の被災メカニズムと主な原因 
 

ここでは，前章で説明した各種の被災形態が，どのよ

うなメカニズムで生じているかをまず簡単に解説し，次

にその主な理由について述べる(図 2)． 
以下の c1)～c5)は，b1)～b5)の被災形態に対応する被災

メカニズムの概要である． 

c1)RC フレームの柱と梁の連結部の強度不足によるフレ

ーム自体の崩壊や，組積壁の面外方向への崩壊が誘

発した被害 

c2)RC フレームと組積壁とのつながりが弱くて，この部

分に大きなクラックが入り，それが全体の崩壊を誘

発した被害（c1 の少し程度の軽いもの） 

c3)組積造の壁と壁の連結力の弱さを原因として，壁と壁

の連結部に大きな亀裂が発生することで，一方，あ

るいは両方の壁が倒れたり，一部分が欠損したりし

ているもの 

c4)組積造の壁と基礎部分の連結力の弱さを原因として，

まずこの部分に大きな亀裂が発生し，その影響が壁

の上部に及んで破壊しているもの 

c5)周辺地盤や立地地盤の崩壊・変状を原因とした建物被

害 

 上記のようなメカニズムで被災した主な原因を，b5)と

c5)のケースとそれ以外に分けて説明する． 

b5)と c5)のケースを除いた場合の被害の発生する主因

は，組積造壁(RC フレームを含む)の極端な耐震性不足に
よる．具体的には，組積壁がほとんど引っ張り強度を有

していないことに起因している．ゆえに，壁の構成部材

(壁を構成しているブロックやレンガ，アドベや石)が簡
単に面外(壁の内部から壁の外)に落下し，急激に支持力
を失う．何らかの方法で組積造壁を一体化し，壁内の構

成部材の面外への落下を阻止することが耐震性を向上さ

せる上でのポイントである． 
 一方，b5)と c5)のケースでは，建物が斜面や崖(河岸
段丘な)の上やそれらのすぐ下などに存在し，建物の上の
斜面崩壊や建物が建っている地盤そのものの崩壊によっ

て建物被害が発生している．このような立地条件の建物

は，そもそも地震動の強度自体が地形効果で増幅されて

いる場合が多いと考えられる．対処法としては，事前の

アセスメントに基づいた土地利用規制が重要で，具体的

には，建物の建設制限で対処することである．ただし今

回の被災地では，建物の強度自体は十分高く，地盤の問

題だけが被害の主因と考えられるものは非常に少なかっ

た． 

 

 

図 2 ノン・エンジニアード(Non-E)構造の被害例 
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５．繰り返される途上国の組積造建物の地震被害

を軽減するために 1） 

 
地震防災上の最も効果的な対策は建物の耐震性を向上

させることであるが，これを実現するには 4 つのポイン
トがある． 

1 つ目は社会を構成するそれぞれの立場の人々（政治
家，行政，エンジニア，専門家，マスコミ，一般市民）

の災害イマジネーション能力を高めること．人間はイメ

ージできない状況に対しての適切な準備や対策は絶対に

できない．災害イマジネーション能力が低いと，耐震化

の推進がいかに重要であるかが真に理解できない． 
2 つ目は適切な耐震基準を持つこと．ここで言う「適
切な」とは「先端的な」とか「洗練された」などの意味

ではなく，現地で対応しなくてはいけない人々が「実際

に問題なく使うことのできる，守ることのできるレベ

ル」の基準であるという意味だ． 
3 つ目は 2 つ目で指摘した「適切な」基準を準拠して

もらうための環境整備，すなわち設計・施工管理の体制

や制度，エンジニアの教育・再教育，質のいい労働力の

確保といった問題である．2 つ目と 3 つ目は主に新築物
件に対して大きな影響があるが，これだけでは十分では

ない．既存の建物に対しての配慮が足りない． 
最後の 4 つ目は，既存の建物の耐震性を向上させる環
境整備であり，具体的には適切な診断法と補強法の提案，

耐震補強を推進する制度の制定である． 
技術者は技術的な問題だけに取り組み，それが解決さ

れれば，最終的な目的が達成されると思いがちだが，技

術的な課題の解決だけでは最終目的が達成されない場合

も多い．またその技術も対象国や地域の特性を十分踏ま

えたものでないと機能しない．ローカルアベイラビリテ

ィ，アップリカビリティ，アクセプタビリティの視点が

不可欠である． 
以上のような点を踏まえて，耐震補強の推進策を考え

ると，「技術的な側面」と「社会的な側面」からのアプ

ローチや議論が重要であることがわかる．「技術的な側

面」としては，まず耐震補強工法が現地の技術レベルで

対応できるものであること，そして用いる材料が現地で

入手可能なことが挙げられる．「社会的な側面」からは，

現地の経済状況を考えて価格的に問題がないこと，宗教

や文化，歴史や伝統などを踏まえた上で，現地の人々に

許容してもらえるものであること，そして対象国や地域

で受け入れ可能な耐震補強を奨励する制度やシステムの

整備が必要である． 
  
 
６．著者提案の耐震補強法と制度 2),3) 
 
(1) PP-バンドメッシュを用いた耐震補強法 

 前章で説明したような視点に立ち，著者らのグループ

では，世界中どこでも入手可能な非常に安価な材料と，

簡単で難しくない技術で，新築と既存の組積造建物の耐

震性を大幅に高める補強法を対案している．この工法は，

組積造壁の両側をポリプロピレン製の荷造り紐（通常，

PP バンドと呼ぶ）を用いたメッシュで挟み込み，目地に
空けた穴から両側のメッシュを連結する方法である(図

3)．  
この提案手法を用いて耐震補強すると，組積壁は強度

と変形能の両方で大幅に性能が向上する．簡単な壁モデ

ルを用いた面内・面外方向の載荷試験や，振動台を用い

た縮小モデル(表 1)と実大モデルの実験結果から，提案手
法の驚くべき効果が証明された．本手法は，クラックの

発生自体を防ぐものではなく，クラックが発生しても持

ちこたえ，家の住人が怪我したり亡くなったりする状況

を無くすこと，最悪でも，住人に避難するだけの時間を

提供することを目的にしている． 
大幅に耐震性が向上した大きな理由は，ほとんど引っ

張り抵抗がなく脆性的に破壊する組積壁が，提案手法に

よって大きな変形能を持つためである．簡単な壁モデル

を用いた面内・面外方向の載荷試験の結果からは，補強

によって，変形能が 40～50倍以上向上することがわかっ
た．実験では，クラックの発生や進展を追跡する必要性

から，PP バンドメッシュを施工した後は，壁の両面には
何も塗っていないので，構造物サイドから見れば実験条

件はより厳しいものになっている．しかし実際の現地で

の施工時には，生活スタイルを変化させない意味でも，

壁の表面に泥やセメントモルタルを用いて PP バンド付
の組積壁を被覆する．この被覆が，PP バンドの欠点であ
るが紫外線による材料特性の劣化を完全に防いでくれる

(被覆厚さ 3mm 以上で紫外線の透過率は 0％)ことを確認
している．また温度変化による強度変化に関する実験も

行い，設計上全く問題ないことも確認している．ちなみ

に，-20～50℃の範囲での強度の変化はせいぜい 15％程
度であるが，強度が最小になる温度帯であっても，実際

に PPバンドに作用する応力の 3倍以上の強度は有してい
る． 

 
図 3 PP バンド補強法の手順 

 

表 1 縮小モデルを用いた振動台実験の結果(補強モデル) 
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組積造を対象とした補強法のほとんどが，新築時にの

み適用可能な方法であるのに対し，提案手法は既存にも

新築にも問題なく適用できる．また被災地で大きな問題

となっている瓦礫処理の問題も解決できる．すなわち，

提案手法を用いて，被災家屋から排出されたレンガや石，

グロック，泥をそのまま再利用して，住家をつくれば，

瓦礫処理が進み，また材料のコストが大幅に安くなる． 
  
(2) 耐震補強を推進する制度の提案 

 上で説明した PP バンド耐震補強法のモットーは「100
ドル耐震補強」であり，家 1 軒の耐震補強を 100 ドル程
度の価格で実現するものである．ちなみに 7 章で紹介す
るパキスタンの被災地の典型的な住家(図 4 の右側)では，
1棟の補強に必要な材料費は 30USドル程度であった．将
来的に家の持ち主が自分で施工できるようになれば，耐

震補強に必要となる費用はこれだけになるわけだが，そ

れでも地域によっては個人負担が難しい人々は少なくな

い．そこで著者は，提案工法のパンフレットやガイドラ

インの作成に加えて，技術指導のコースの設立や，家の

所有者にインセンティブを与え耐震補強を促進する制度

を技術とセットで提案している．その制度は，提案手法

による耐震補強の実施者に，必要な材料費の補填や将来

の地震時に被災した場合の支援保障を行う制度である． 
 
 
７．被災地でのデモンストレーション活動 

 
 今回の地震で最も甚大な被害を受けた被災地ムザファ

ラバードで，著者らは提案する耐震補強法を用いた実大

構造物の耐震補強工事のデモンストレーションと，縮小

モデルによる公開実験を行った(図 4)．地域のディシジョ
ンメイカー，エンジニア，マスコミ，国内外からの NPO
や NGO 関係者，一般市民を招いて，まず著者がわが国
の内外の地震被害の特徴を解説するとともに，提案手法

の特徴やその効果を過去の実験やコンピュータシミュレ

ーションの結果を示しながら説明した．説明に際しては，

最近では国際的にも有名になってきたネパールの地震防

災の NPO である NSET（National Society for Earthquake 
Technology- Nepal，ちなみに著者はこの組織の立ち上げ
に世界地震安全推進機構 WSSI のメンバーとして，片山
恒雄博士と共に関わった)の事務局長である Amad Dixit
氏に私の英語のプレゼンテーションを現地語に訳して伝

えてもらい，理解に努めた． 
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